
目 次

◇ 規 則 人権に配慮した申請書類等にするための関係規則の整備に関する規則 (91) (人権推進課) １

公布された規則のあらまし

◇人権に配慮した申請書類等にするための関係規則の整備に関する規則の新設について

１ 規則の新設理由

(１) 県民一人ひとりの人権が真に尊重される社会をめざす取組の一環として､ 申請者等の人権に配慮す

るため､ 申請書等の記入項目の見直しを行った｡

(２) (１)の結果､ 本籍､ 性別等記載の必要のない記載項目を申請書等の様式から削る等所要の規定の整

備を行う｡

２ 規則の概要

(１) 規則で定める申請書の記載事項等を､ 次のとおり見直す｡

(２) その他所要の規定の整備を行う｡

(３) 施行期日等

① 施行期日は､ 公布の日とする｡

② 所要の経過措置を講じる｡

規 則

人権に配慮した申請書類等にするための関係規則の整備に関する規則をここに公布する｡

平成17年９月13日

……
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見直し内容 規則数等

本籍の記載を不要とすること｡ 12規則20様式

性別の記載を不要とすること｡ 16規則60様式

住民票の写しの添付を不要とすること｡ １規則２様式

戸籍謄本の添付を不要とすること｡ ２規則２様式

戸籍抄本の添付を不要とすること｡ １規則１様式

その他 ３規則３様式

延べ合計 88様式

�����
平成17年９月13日(火)

号外第137号

毎週火･金曜日発行



鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第91号

人権に配慮した申請書類等にするための関係規則の整備に関する規則

(職員の退職手当の支給に関する規則等の一部改正)

第１条 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句及び

表をそれぞれ次の表の改正後の欄に掲げる字句及び表に改める｡
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規則名 条項 改正前 改正後

職員の退職手当の支給

に関する規則 (昭和51

年鳥取県規則第25号)

様式第４号の２

様式第７号､ 様式第16号の

２及び様式第17号

様式第８号､ 様式第21号及

び様式第22号

鳥取県吏員等退職年金

及び退職一時金に関す

る条例施行規則 (昭和

30年鳥取県規則第14号)

第44条 (見出し)

第44条

本籍又は現住所

その本籍又は現住所

現住所

その現住所

住所 (本籍) 変更届 住所変更届

第27号様式の２

第34号様式 住所 (本籍) 変更届 住所変更届

旧住所 (旧本籍) 旧住所

新住所 (新本籍) 新住所

鳥取県恩給給与細則

(昭和30年鳥取県規則

第22号)

第12条 (見出し)

第12条

本籍又は現住所

その本籍又は現住所

現住所

その現住所

住所 (本籍) 変更届 住所変更届

様式第３号 住所 (本籍) 変更届 住所変更届

氏名

[男･女]

氏名

氏名 男･女 氏名

氏名 性別 男･女 氏名

生年月日及び性別

男
年 月 日

女

生 年 月 日

年 月 日

旧 住 所

(旧 本 籍)

(フ リ ガ ナ)

現 住 所

(新 本 籍)

旧 住 所

(フ リ ガ ナ)

現 住 所
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鳥取県専修学校等奨学

資金貸与規則 (昭和62

年鳥取県規則第56号)

様式第６号添付書類１ 戸籍抄本､ 戸籍抄本又は住民票並びに

生活保護法施行細則

(昭和28年鳥取県規則

第70号)

様式第14号 発 第 号

昭和 年 月 日

第 号

年 月 日

１ 転出者の住所､ 氏名

氏 名

本籍地

現住所

転出先

１ 転出者の住所及び氏名

氏 名

現住所

転出先

様式第52号 昭和 年 月 日 年 月 日

年齢 性別 年齢

鳥取県心身障害者扶養

共済制度に関する条例

施行規則 (昭和45年鳥

取県規則第42号)

様式第１号､ 様式第２号及

び様式第12号

様式第３号

備考 次の書類を添付する

こと｡

１ 申込者及びその扶養

する心身障害者の住民

票の写し

２ 申込者告知書

３ 障害証明書

４ 年金管理者指定届

備考 次の書類を添付する

こと｡

１ 申込者告知書

２ 障害証明書

３ 年金管理者指定届

様式第17号の２備考１及び

２

１ 加入者の住民票の写し

(ただし､ 加入者の氏名

が知事へ届け出ている氏

名と異なる場合は戸籍抄

本)

２ 心身障害者の住民票の

写し (ただし､ 心身障害

者の氏名が知事へ届け出

ている氏名と異なる場合

は戸籍抄本)

１ 加入者の氏名が知事へ

届け出ている氏名と異な

る場合にあっては､ 戸籍

抄本

２ 心身障害者の氏名が知

事へ届け出ている氏名と

異なる場合にあっては､

戸籍抄本

精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律施

行細則 (昭和49年鳥取

様式第６号､ 様式第８号

(表) 及び様式第20号から

様式第23号まで

氏名
男
女

氏名

男
女

男
女

氏名 性別 男･女 氏名
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県規則第31号) 様式第８号 (裏)

様式第10号の２

鳥取県身体障害者福祉

法施行細則 (平成６年

鳥取県規則第17号)

様式第17号 (入所者台帳

(個表))

鳥取県知的障害者福祉

法施行細則 (平成15年

鳥取県規則第10号)

様式第１号

鳥取県立岩井長者寮管

理規則 (昭和39年鳥取

県規則第48号)

第４条第１号 戸籍謄本及び住民票の謄本 住民票の謄本

様式第１号

様式第２号

続柄 性別 年齢 続柄 年齢

フリガナ
氏名

性別
フリガナ
氏名

本
籍
地

都道府県

現
住
所

現

住

所

生年
月日

年 月 日生 性別
生年
月日

年 月 日生

明治･大正･昭和
年 月 日生 ( 歳) 年 月 日生 ( 歳)

明治・大正・昭和 年

月 日生 ( 歳)

年

月 日生 ( 歳)

健康状態

最終学歴

職 歴

趣 味

そ の 他

健康状態

趣 味

そ の 他

続 柄

(配偶者・子

等の別)

年 齢 職業
続 柄

(配偶者・子等の別)
住
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様式第20号

住 所 所

職業 住 所 住 所

入所前住所

生 年 月 日 明治・大正

入所前住所

生 年 月 日

本 籍 地

・昭和 年 月 日生 ( 年 月 日生 (

都・道・府・県

歳) 歳)

年齢 職業 住 所 住 所
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鳥取県立福原荘管理規

則 (昭和57年鳥取県規

則第13号)

第３条第１項第１号 戸籍謄本及び住民票の謄本 住民票の謄本

様式第１号

健康状態

学 歴

職 歴

健康状態

明治･大正･昭和

年 月 日生 ( 歳) 年 月 日生 ( 歳)

明治・大正・昭和 年

月 日生 ( 歳)

年

月 日生 ( 歳)

健康状態

最終学歴

職 歴

趣 味

そ の 他

健康状態

趣 味

そ の 他

続 柄

(配偶者・子

等の別)

年 齢 職業
続 柄

(配偶者・子等の別)
住

住 所 所

職業 住 所 住 所

様式第２号
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鳥取県児童福祉法施行

細則 (平成３年鳥取県

規則第20号)

様式第８号

様式第８号備考２ 記入するとともに､ ｢性別｣

の欄は､ 該当するものを○

で囲んで

記入して

様式第11号その１及び様式

第12号その１からその６ま

で

様式第14号から様式第18号

入所前住所

生 年 月 日 明治・大正

入所前住所

生 年 月 日

本 籍 地

・昭和 年 月 日生 ( 年 月 日生 (

都・道・府・県

歳) 歳)

年齢 職業 住 所 住 所

健康状態

学 歴

職 歴

健康状態

生年月日 性 別

男・女

男・女

男・女

男・女

生年月日

男

女

様式第20号
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まで

様式第20号､ 様式第20号の

４及び様式第20号の７

様式第20号の６

様式第24号

鳥取県立鳥取砂丘こど

もの国管理規則 (平成

11年鳥取県規則第33号)

様式第１号から様式第３号

まで

大麻取締法施行細則

(昭和28年鳥取県規則

第66号)

別記様式第１号添付書類３ 戸
籍
謄
本

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

医療法施行細則 (昭和

32年鳥取県規則第23号)

第14号様式

母体保護法施行細則

(昭和27年鳥取県規則

別記様式第２号､ 別記様式

第４号から別記様式第７号

本 籍

住 所 住 所

児童氏名児童氏名 男・女

年 齢 性 別

年 齢 性 別

年 齢

年 齢

年 齢 性 別 年 齢

氏 名 性 別 氏 名

利用人員

内

幼児

児童又は中学校

高等学校の生徒､

利用人員

内

幼児

児童又は中学校

高等学校の生徒､

訳 男

の生徒

学生又は一般人

訳

の生徒

学生又は一般人

女 計

人 人 人

人 人 人

人 人 人

計

人

人

人

本籍

氏名 生年月日
氏名 生年月日
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第82号) まで

別記様式第３号 本 籍

助産師､ 保健師
氏名

又は看護師の別

助産師､ 保健師
氏名

又は看護師の別

別記様式第11号 終
了
証
書

本
籍

終
了
証
書

別記様式第12号 本籍､ 住所 住所

鳥取県立精神保健福祉

センター管理規則 (平

成３年鳥取県規則第49

号)

様式第１号

様式第２号

鳥取県動物の愛護及び

管理に関する条例施行

規則 (平成14年鳥取県

規則第13号)

様式第12号及び様式第13号

鳥取県消費生活協同組

合資金貸付規則 (昭和

29年鳥取県規則第10号)

様式第２号 (17) 職員数 人

内男 人 女 人

(18) 従業員数 人

内男 人 女 人

(17) 職員数 人

(18) 従業員数 人

様式第４号

昭和 年 月 日 年 月 日

消費生活の安定及び向

上に関する条例施行規

則 (昭和55年鳥取県規

則第27号)

第４条第２項 住民票の抄本その他知事が

必要と認める書類

知事が必要と認める書類

様式第１号備考２ 住民票の抄本その他知事が

必要と認める書類

知事が必要と認める書類

調理師法施行細則 (昭

和34年鳥取県規則第23

号)

様式第１号 本籍地 都道府県名(国籍)

郵便番号 郵便番号

様式第３号 本籍地 都道府県名(国籍)

氏 名 氏 名

様式第５号 添付書類 死亡又は失そう

の場合にあっては､ 戸籍

抄本

注 氏名を自署する場合に

は､ 押印を省略すること

ができる｡

注 氏名を自署する場合に

は､ 押印を省略すること

ができる｡

氏 名 男・女 氏 名

氏 名 性 別 男・女 氏 名

氏 名 年齢 性別 氏 名 年齢

本 籍

現 住 所
現 住 所
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建築士法施行細則 (昭

和25年鳥取県規則第85

号)

第３条第２号 ､ 生年月日及び性別 及び生年月日

第１号書式

第３号書式

第６号書式

鳥取県営住宅の設置及

び管理に関する条例施

行規則 (昭和37年鳥取

県規則第70号)

様式第30号

鳥取県立産業体育館管

理規則 (平成９年鳥取

県規則第22号)

様式第２号

職場適応訓練委託規則

(昭和39年鳥取県規則

第４号)

様式第２号の２

様式第３号の４

生年月日 年 月 日生

性 別

男□ 女□

生年月日 年 月 日生

生年月日 年 月 日 性別 生年月日 年 月 日

生年月日 年月日生 性別

男・女

生年月日 年 月 日生

本籍地

現住所
郵便番号
電話 (局) 番

現住所
郵便番号
電話 (局) 番

年齢 性別

性別 年齢 住所

年 齢

(性別)男･女(年齢)

歳

(年齢)

歳

男
氏名 歳

女
氏名 歳

住 所



(職員の退職手当の支給に関する規則の一部改正)

第２条 職員の退職手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該

改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削

り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る｡
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鳥取県訓練手当支給規

則 (昭和42年鳥取県規

則第11号)

様式第１号

様式第２号

養ほう振興法施行細則

(昭和31年鳥取県規則

第22号)

別記様式第２号 本 籍 地

現 住 所 現 住 所

改 正 後 改 正 前

様式第５号 (第６条関係)

(表面) 年 月 日交付

様式第５号 (第６条関係)

(表面) 年 月 日交付

性別 生年月日

年 月 日 生 (満 歳)

生年月日

年 月 日 生 (満 歳)

氏 名

生年月日

明

大年月日 (歳)

昭

氏 名

生年月日 年 月 日 ( 歳)

性別 男・女

略

退
職
し
た
職
員

略
②
生年月日

及び年齢

略

③ 住所又は居所 ⑦ 勤続期間 略

④ 就職年月日 略
⑥
給与

形態

略
⑧
受給資格

区 分

略

⑤ 退職年月日 略

⑨

失
業
者
の
退
職
手
当
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
与
総
額

略 賃金日額

⑩算定の根

拠及び額

略

退職時に支給さ
⑪
れた退職手当

略 退職時の
⑫
給料月額

略

⑬
退
職
事
由

略 ⑭
退職
事由
説明
欄

略

略

退
職
し
た
職
員

略
② 性別 男・女 ③

生年月日

及び年齢

略

④ 住所又は居所 ⑧ 勤続期間 略

⑤ 就職年月日 略
⑦
給与

形態

略
⑨
受給資格

区 分

略

⑥ 退職年月日 略

⑩

失
業
者
の
退
職
手
当
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
与
総
額

略 賃金日額

⑪算定の根

拠及び額

略

退職時に支給さ
⑫
れた退職手当

略 退職時の
⑬
給料月額

略

⑭
退
職
事
由

略 ⑮
退職
事由
説明
欄

略
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(裏面)

備考

退職した職員の注意事項

１及び２ 略

任命権者の記載心得

１ 略

２ 記載上の注意

①欄には､ 退職した職員の氏名を記載すること｡

②欄には､ 退職した職員の生年月日及び満年齢を記載すること｡

③欄には､ 退職した職員の住所又は居所を記載すること｡

④欄には､ 退職した職員の退職前引き続いて職員として勤務し始めた就職

の年月日を記載すること｡

⑤欄には､ 退職した職員の退職年月日を記載すること｡

⑥欄には､ 退職した職員の給与形態に応じて(Ａ)欄又は(Ｂ)欄の該当箇所

に○印を付けること｡

⑦欄には､ 退職した職員の④欄から⑤欄までの退職手当の計算の基礎となっ

た勤続期間及び職員の退職手当に関する条例第15条第２項の規定によって通

算される期間の合計期間を記載すること｡

⑧欄には､ 退職した職員を雇用保険法 (昭和49年法律第116号) の被保険

者とみなした場合において､ 同法第37条の２第１項に該当する者は(Ｂ)欄に､

同法第38条第１項各号のいずれかに該当する者は(Ｃ)欄に､ その他の者は

(Ａ)欄に○印を付けること｡

⑨欄には､ 退職した職員の退職の月前最後の６月間に支払われた給与の総

額を記載し､ 職員の基本となる給与が月給によって定められている場合には､

(Ａ)欄に給与の種類別に６月間の総額を記載し､ 職員の基本となる給与が日

給､ 時間給等によって定められている場合には､ (Ｂ)欄にその各月の労働日

数及び給与額を記載すること｡ (Ｂ)欄に記載する場合には､ 退職者の給与が

すべて日給､ 時間給等労働量に応じて支給するものであるときは､ (ア)の欄

にのみ記載し､ 退職者の給与が一部は日給､ 時間給等､ 一部は月､ 週その他

の期間によって支給するときは､ (ア)の欄及び(イ)の欄にそれぞれ区別して

各月の総額を記載すること｡

⑩欄には､ 退職した職員の賃金日額及び算定の方式を記載すること｡

(裏面)

備考

退職した職員の注意事項

１及び２ 略

任命権者の記載心得

１ 略

２ 記載上の注意

① 欄には､ 退職した職員の氏名を記載すること｡

② 欄には､ 退職した職員の性別について男女のいずれかに○印を付けるこ

と｡

③ 欄には､ 退職した職員の生年月日及び満年齢を記載すること｡

④ 欄には､ 退職した職員の住所又は居所を記載すること｡

⑤ 欄には､ 退職した職員の退職前引き続いて職員として勤務し始めた就職

の年月日を記載すること｡

⑥ 欄には､ 退職した職員の退職年月日を記載すること｡

⑦ 欄には､ 退職した職員の給与形態に応じて(Ａ)欄又は(Ｂ)欄の該当箇所

に○印を付けること｡

⑧ 欄には､ 退職した職員の⑤欄から⑥欄までの退職手当の計算の基礎となっ

た勤続期間及び職員の退職手当に関する条例第15条第２項の規定によって

通算される期間の合計期間を記載すること｡

⑨ 欄には､ 退職した職員を雇用保険法 (昭和49年法律第116号) の被保険

者とみなした場合において､ 同法第37条の２第１項に該当する者は(Ｂ)欄

に､ 同法第38条第１項各号のいずれかに該当する者は(Ｃ)欄に､ その他の

者は(Ａ)欄に○印を付けること｡

⑩ 欄には､ 退職した職員の退職の月前最後の６月間に支払われた給与の総

額を記載し､ 職員の基本となる給与が月給によって定められている場合に

は､ (Ａ)欄に給与の種類別に６月間の総額を記載し､ 職員の基本となる給

与が日給､ 時間給等によって定められている場合には､ (Ｂ)欄にその各月

の労働日数及び給与額を記載すること｡ (Ｂ)欄に記載する場合には､ 退職

者の給与がすべて日給､ 時間給等労働量に応じて支給するものであるとき

は､ (ア)の欄にのみ記載し､ 退職者の給与が一部は日給､ 時間給等､ 一部

は月､ 週その他の期間によって支給するときは､ (ア)の欄及び(イ)の欄に

それぞれ区別して各月の総額を記載すること｡

⑪ 欄には､ 退職した職員の賃金日額及び算定の方式を記載すること｡

⑫ 欄には､ 退職した職員の退職時支給した一般の退職手当の額を記載する

こと｡ なお､ 説明欄には､ 予告を受けない退職者の退職手当を支給した場

合にはその額を､ 一般の退職手当を支給しなかった場合にはその理由を記

載すること｡

⑬ 欄には､ 退職した職員の退職時の給料月額 (給料が日額で定められてい

る者にあっては､ 日額) を記載すること｡

⑭ 欄には､ 職員の退職した事由により該当欄のアルファベットに○印を付

けること｡

⑮ 欄には､ 職員の退職事由を詳細に記載すること｡
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⑪欄には､ 退職した職員の退職時支給した一般の退職手当の額を記載する

こと｡ なお､ 説明欄には､ 予告を受けない退職者の退職手当を支給した場合

にはその額を､ 一般の退職手当を支給しなかった場合にはその理由を記載す

ること｡

⑫欄には､ 退職した職員の退職時の給料月額 (給料が日額で定められてい

る者にあっては､ 日額) を記載すること｡

⑬欄には､ 職員の退職した事由により該当欄のアルファベットに○印を付

けること｡

⑭欄には､ 職員の退職事由を詳細に記載すること｡

様式第６号 (第７条関係) (表面)

年 月 日交付

(裏面)

備考

退職した職員の注意事項

１～３ 略

任命権者の記載心得

１ 略

２ 記載上の注意

①欄には､ 退職した職員の氏名を記載すること｡

②欄には､ 退職した職員の生年月日及び満年齢を記載すること｡

③欄には､ 退職した職員の住所又は居所を記載すること｡

④欄には､ 退職した職員の退職前引き続いて職員として勤務し始めた就

職の年月日を記載すること｡

⑤欄には､ 退職した職員の退職した年月日を記載すること｡

⑥欄には､ 退職した職員の④欄から⑤欄までの期間及び職員の退職手当

に関する条例第２条第２項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要し

ない者については､ 同項に規定する勤務した日の引き続いた期間を記載す

ること｡

⑦欄には､ 退職した職員の退職時の身分又は雇用区分を記載すること｡

様式第16号 (第16条関係)

(表面)

様式第６号 (第７条関係) (表面)

年 月 日交付

(裏面)

備考

退職した職員の注意事項

１～３ 略

任命権者の記載心得

１ 略

２ 記載上の注意

① 欄には､ 退職した職員の氏名を記載すること｡

② 欄には､ 退職した職員の性別について男女のいずれかに○印を付ける

こと｡

③ 欄には､ 退職した職員の生年月日及び満年齢を記載すること｡

④ 欄には､ 退職した職員の住所又は居所を記載すること｡

⑤ 欄には､ 退職した職員の退職前引き続いて職員として勤務し始めた就

職の年月日を記載すること｡

⑥ 欄には､ 退職した職員の退職した年月日を記載すること｡

⑦ 欄には､ 退職した職員の⑤欄から⑥欄までの期間及び職員の退職手当

に関する条例第２条第２項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要

しない者については､ 同項に規定する勤務した日の引き続いた期間を記

載すること｡

⑧ 欄には､ 退職した職員の退職時の身分又は雇用区分を記載すること｡

様式第16号 (第16条関係)

(表面)

略

退
職
し
た
職
員

略 ② 性 別 男･女

③ 生年月日及び年齢 略

④ 住 所 又 は 居 所

⑤ 就 職 年 月 日 略

⑥ 退 職 年 月 日 略

⑦ 勤 続 期 間 略

退職時の身分又は雇
⑧
用 区 分

略

略

退
職
し
た
職
員

略

② 生年月日及び年齢 略

③ 住 所 又 は 居 所

④ 就 職 年 月 日 略

⑤ 退 職 年 月 日 略

⑥ 勤 続 期 間 略

退職時の身分又は雇
⑦
用 区 分

略

診
療
担
当
者
の
証
明

傷病の名称及びその
⑤
程度

⑥ 初 診 年 月 日 略

⑦ 傷 病 の 経 過 略

傷病のため職業に就

⑧ くことができなかっ

たと認められる期間

略

⑨ 上記のとおり証明する｡

年 月 日

診療機関の所在地及び名称
電話 局 番

診療担当者氏名 �

略

申請者 ① 氏名 ② 性別 男・女 ③ 生年月日 略

診
療
担
当
者
の
証
明

傷病の名称及びその
③
程度

④ 初 診 年 月 日 略

⑤ 傷 病 の 経 過 略

傷病のため職業に就

⑥ くことができなかっ

たと認められる期間

略

⑦ 上記のとおり証明する｡

年 月 日

診療機関の所在地及び名称
電話 局 番

診療担当者氏名 �

略

申請者 ① 氏名 ② 生年月日 略



(生活保護法施行細則の一部改正)

第３条 生活保護法施行細則の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り､ 同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める｡

(鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正)

第４条 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下この条において ｢移動号｣ という｡) に対応する

同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下この条において ｢移動後号｣ という｡) が存在する場

合には､ 当該移動号を当該移動後号とし､ 移動号に対応する移動後号が存在しない場合には､ 当該移動号 (以

下この条において ｢削除号｣ という｡) を削る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (号の表示及び削除号を除く｡ 以下この条において ｢改正部分｣

という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (号の表示を除く｡ 以下この条において ｢改正

後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後

部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削る｡
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(裏面)

備考

１ 略

２ ⑧欄は､ ⑥欄の期間のうち､ 同一の傷病により受け付けることができる

給付について､ 次の区分に従って該当するものの番号 (２以上の給付を受

けることができる場合には､ その受けることができるすべての給付の番号)

を○で囲むこと｡

(１)～(８) 略

３ ⑨欄には､ ⑥欄の期間のうち､ ⑧欄の給付を受けることができる期間を

記載すること｡ なお､ ⑧欄で２以上の番号を○で囲んだ場合は､ その給付

を受けることができる期間を､ それぞれの番号の順に記載すること｡

４ 略

(裏面)

備考

１ 略

２ ⑩欄は､ ⑧欄の期間のうち､ 同一の傷病により受け付けることができる

給付について､ 次の区分に従って該当するものの番号 (２以上の給付を受

けることができる場合には､ その受けることができるすべての給付の番号)

を○で囲むこと｡

(１)～(８) 略

３ ⑪欄には､ ⑧欄の期間のうち､ ⑩欄の給付を受けることができる期間を

記載すること｡ なお､ ⑩欄で２以上の番号を○で囲んだ場合は､ その給付

を受けることができる期間を､ それぞれの番号の順に記載すること｡

４ 略

改 正 後 改 正 前

様式第70号 (第28条関係)

年度施設事業実施調書

(養老､ 救護更生施設)

(宿所提供施設) ～ (授産施設) 略

様式第70号

昭和 年度施設事業実施調書

(養老､ 救護更生施設)

(宿所提供施設) ～ (授産施設) 略

支
給
申
請
期
間

同一の傷病により受け
⑩
ることができる給付

略

⑩の給付を受けること
⑪
ができる期間

略

傷病手当に相当する退

⑫ 職手当の支給を受けよ

うとする期間

略

略

支
給
申
請
期
間

同一の傷病により受け
⑧
ることができる給付

略

⑧の給付を受けること
⑨
ができる期間

略

傷病手当に相当する退

⑩ 職手当の支給を受けよ

うとする期間

略

略

年間取扱実

人員

年間取扱延

人員

異動の内訳 年度末現在

人員転 入 転 出

男 女 計 男 女 計 男 女 男 女 男 女 計

年間取扱実

人員

年間取扱延

人員

異動の内訳 年度末現在

人員転 入 転 出



附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 公布の日から施行する｡

(経過措置)

２ この規則により改正される規則 (以下 ｢個別規則｣ という｡) に規定する書類のうち､ この規則の施行の際

現に存在する書類で､ 改正前の個別規則の定めるところにより作成されているものは､ 改正後の個別規則の規

定にかかわらず､ 当分の間､ 所要の調整をした上で改正後の個別規則に定める書類として使用することができ

る｡

(鳥取県立福原荘管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

３ 鳥取県立福原荘管理規則の一部を改正する規則 (平成17年鳥取県規則第82号) の一部を次のように改正する｡

鳥取県立福原荘管理規則の一部を改正する規則第１条の規定中､ 鳥取県立福原荘管理規則第３条の改正規定

を次のように改める｡
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改 正 後 改 正 前

(加入の手続)

第４条 略

２ 前項の申込書には､ 次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない｡

(１) 略

(２) 略

(３) 略

(脱退一時金の請求の手続)

第14条の２ 略

２ 前項の請求書には､ 次の各号に掲げる場合にあっ

ては当該各号に掲げる書類を添付しなければならな

い｡

(１) 加入者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異

なる場合 戸籍抄本

(２) 心身障害者の氏名が知事へ届け出ている氏名

と異なる場合 戸籍抄本

(加入の手続)

第４条 略

２ 前項の申込書には､ 次の各号に掲げる書類を添付

しなければならない｡

(１) 略

(２) 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住

民票の写し

(３) 略

(４) 略

(脱退一時金の請求の手続)

第14条の２ 略

２ 前項の請求書には､ 次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない｡

(１) 加入者の住民票の写し (ただし､ 加入者の氏

名が知事へ届け出ている氏名と異なる場合は戸籍

抄本)

(２) 心身障害者の住民票の写し (ただし､ 心身障

害者の氏名が知事へ届け出ている氏名と異なる場

合は戸籍抄本)

改 正 後 改 正 前

(入所の許可)

第３条 福原荘に入所しようとする者は､ 入所申込書

(様式第１号) に次の各号に掲げる書類を添えて知

事に提出しなければならない｡

(１) 住民票の謄本

(２) 身上調書 (様式第２号)
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(３) 対象収入額申告書 (様式第３号)

(４) 健康診断書 (様式第４号)

(５) 身元引受書 (様式第５号)

２ 知事は､ 前項の規定により入所申込書の提出があっ

たときは､ これを審査し､ 入所させると決定したと

きは入所許可通知書 (様式第６号) により､ 入所さ

せないと決定したときは入所不許可通知書 (様式第

７号) により申込者に通知しなければならない｡

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /www. pref. tottori. jp)
古紙配合率100％再生紙を使用しています


